
東京都市計画土地区画整理事業の決定（素案） 

都市計画品川駅西口土地区画整理事業を次のように決定する。 

名 称 品川駅西口土地区画整理事業 

面 積 約１１．９ｈａ 

公
共
施
設
の
配
置

道 路 

種 別 名 称 備 考 

幹線街路 放射第１９号線 

これらについては、別に都市計画において定めるとおりとする。 

幹線街路 補助線街路第１４号線 

幅員約１６ｍ～４０ｍの地区内道路を配置する。 

公園及び緑地 地区の南側に公園（約０．８ｈａ）を配置する。 

その他の 

公共施設 
排水施設は、合流式で整備する。 

宅地の整備方針 公共施設整備にあわせて、業務、商業、宿泊、居住等の複合的な土地利用を図る。 

「施行区域は、計画図表示のとおり」 

理 由 

都市基盤施設の整備、敷地の整序を進め、土地の有効利用と都市機能の導入を図り、国際交流拠点・品川にふさわしい業務、商業、宿泊、居住

等の複合市街地の形成を図るため、土地区画整理事業を決定する。



 

東京都市計画土地区画整理事業 

品川駅西口土地区画整理事業 計画図 （施行区域図） 

 

 
 

 

 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２,５００分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書  

 

１  種類・名称  

東京都市計画土地区画整理事業  

品川駅西口土地区画整理事業  

 

２  理  由  

国 家 戦 略 特 別 区 域 に 関 す る 区 域 方 針 で は 、 東 京 圏 の 目 標 と し て 、

世 界 で 一 番 ビ ジ ネ ス の し や す い 環 境 を 整 備 す る こ と に よ り 、 世 界 か

ら 資 金 ・ 人 材 ・ 企 業 等 を 集 め る 国 際 的 ビ ジ ネ ス 拠 点 を 形 成 す る と と

も に 、 近 未 来 技 術 の 実 証 や 創 薬 分 野 等 に お け る 起 業 ・ イ ノ ベ ー シ ョ

ンを通じ、国際競争力のある新事業を創出することとしている。  

本 地 区 は 、 特 定 都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 の 「 品 川 駅 ・ 田 町 駅 周 辺 地

域 」 に 位 置 し 、 地 域 整 備 方 針 で は 、 羽 田 空 港 の 国 際 化 や リ ニ ア 中 央

新 幹 線 の 整 備 を 契 機 に 、 広 域 交 通 の 拠 点 性 を 強 化 し 、 東 京 と 国 内 外

を 結 ぶ サ ウ ス ゲ ー ト に ふ さ わ し い 交 通 結 節 点 を 形 成 し 、 業 務 、 商 業 、

研 究 、 交 流 、 宿 泊 、 居 住 、 教 育 、 文 化 な ど の 多 様 な 機 能 が 集 積 す る 、

魅力ある新拠点を形成していくこととしている。  

「 都 市 づ く り の グ ラ ン ド デ ザ イ ン 」 で は 、 国 際 的 な 業 務 機 能 と こ

れ を 支 え る カ ン フ ァ レ ン ス 、 業 務 、 商 業 、 宿 泊 、 居 住 、 研 究 な ど の

多 様 な 機 能 が 高 度 に 集 積 し 、 様 々 な 交 流 と イ ノ ベ ー シ ョ ン が 生 ま れ

続ける、国際的な拠点を形成することとしている。  

ま た 、 「 港 区 ま ち づ く り マ ス タ ー プ ラ ン （ 平 成 29年 ３ 月 ） 」 で は 、

品 川 駅 及 び Ｊ Ｒ 新 駅 周 辺 に お い て 、 基 盤 整 備 と 多 様 な 都 市 機 能 の 集

積 を 誘 導 し 、 東 京 の 南 の 玄 関 口 と し て ふ さ わ し い 世 界 に 開 か れ た 国

際 的 な ま ち づ く り を 推 進 す る こ と や 、 地 上 ・ 地 下 ・ デ ッ キ レ ベ ル で

立 体 的 な 歩 行 者 空 間 を 形 成 し 、 地 域 の 回 遊 性 を 向 上 さ せ る こ と と し

ている。  

さ ら に 、 「 品 川 駅 ・ 田 町 駅 周 辺 ま ち づ く り ガ イ ド ラ イ ン ２ ０ ２ ０ 」

で は 、 品 川 駅 前 の 立 地 特 性 を 活 か し 、 高 度 な 利 便 性 を 備 え た Ｍ Ｉ Ｃ

Ｅ （ コ ン ベ ン シ ョ ン 機 能 等 ） の 充 実 と と も に 、 業 務 、 観 光 支 援 、 宿

泊などの機能の充実、居住機能の導入を誘導することとしている。  

こ れ ら の 計 画 を 踏 ま え 、 都 市 基 盤 施 設 の 整 備 、 敷 地 の 整 序 を 進 め 、

土 地 の 有 効 利 用 と 都 市 機 能 の 導 入 を 図 り 、 国 際 交 流 拠 点 ・ 品 川 に ふ

さ わ し い 業 務 、 商 業 、 宿 泊 、 居 住 等 の 複 合 市 街 地 の 形 成 を 図 る た め 、



土 地 区 画 整 理 事 業 の 決 定 に 関 し 、 国 家 戦 略 都 市 計 画 建 築 物 等 整 備 事

業を定めるものである。  




